
【
各
論
】
2

近
世
後
期
に
お
け
る
「
大
名
評
判
記
」
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て小

関
　
悠
一
郎

　
は
じ
め
に

　
こ
れ
ま
で
の
「
大
名
評
判
記
」
の
基
礎
的
研
究
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
も
の
大
名
家
の
蔵
書

に
「
大
名
評
判
記
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
「
大

名
評
判
記
」
が
い
か
に
、
受
容
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
と
言
え
る
6
右
の
課
題
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
各
「
大
名
評
判
記
」
の
性
格
や

近
世
社
会
で
の
役
割
な
ど
の
解
明
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
研
究
の
現
段

階
で
は
、
ま
ず
は
一
つ
一
つ
の
事
例
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
世
後
期
に
お
け
る
「
大
名
評
判
記
」
受
容
の
一
事
例
を
紹
介
し
て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
文
政
～
天
保
期
の
松
代
藩
で
行
わ
れ
た
真
田
家
系
譜

・
事
蹟
の
考
証
・
編
纂
事
業
に
お
い
て
、
「
大
名
評
判
記
」
が
い
か
に
利
用
さ
れ
た
の
か
検
討

し
て
い
き
た
い
。

　
近
世
中
後
期
の
幕
府
や
諸
藩
で
は
、
大
名
家
の
系
譜
や
歴
史
書
な
ど
ρ
編
纂
事
業
が
行
わ

れ
た
が
、
近
年
の
研
究
で
は
、
そ
う
し
た
動
向
が
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
〔
。
松
代
藩
に
お
い

て
も
天
保
期
に
藩
主
真
田
家
の
事
蹟
編
纂
事
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
。
本
稿

で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
文
政
期
に
お
け
る
系
譜
編
纂

事
業
も
取
り
上
げ
た
い
。

　
な
お
、
念
の
た
め
、
主
な
「
大
名
評
判
記
」
と
そ
の
成
立
年
代
を
掲
げ
て
お
く
。
諸
写
本

に
お
け
る
異
同
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

・
『
武
家
諌
忍
記
』
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
頃
成
立

・
『
武
家
勧
懲
記
』
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
成
立

・
『
土
芥
憲
雛
壇
』
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
成
立

・
『
諌
懲
記
後
正
』
元
禄
一
四
年
（
↓
七
〇
一
）
成
立

・
『
武
家
諌
下
記
後
胤
』
（
『
同
附
録
』
）
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
成
立

（
一

j
松
代
藩
に
お
け
る
系
譜
考
証
と
『
武
家
勧
懲
記
抄
』

　
松
代
藩
に
お
け
る
「
大
名
評
判
記
」
受
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、

真
田
宝
物
館
所
蔵
の
『
武
家
勧
懲
記
抄
』
な
る
冊
子
の
存
在
で
あ
る
。
同
書
は
、
大
平
喜
間

多
収
集
資
料
の
う
ち
鎌
原
文
庫
、
す
な
わ
ち
藩
重
臣
の
鎌
原
家
旧
蔵
史
料
に
含
ま
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
長
く
な
る
が
同
書
の
全
文
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
エ
　
ト

　
　
一
　
真
田
伊
豆
守
滋
野
信
房
　
卯
二
＋
歳

　
　
内
室
伊
達
遠
江
守
女
　
紋
六
文
銭

　
　
嫡
子

　
　
本
國
信
濃
、
生
國
武
州
、
内
記
信
政
之
男
、
故
伊
豆
守
信
之
孫
也
。
祖
父
信
之
親
父
ハ
其
前
武
藤

　
　
喜
兵
衛
ト
号
シ
、
甲
州
武
田
信
玄
之
近
習
之
臣
タ
リ
。
信
州
之
先
鋒
真
田
弾
正
死
後
遺
跡
ヲ
継
テ

　
　
真
田
安
房
守
昌
之
ト
改
メ
、
信
玄
勝
頼
二
代
之
間
度
々
武
勇
皇
国
ヲ
ナ
シ
、
忠
節
ヲ
尽
ス
。
然
ル

　
　
ニ
甲
州
没
落
之
後
、
三
友
皆
他
國
へ
降
従
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
昌
之
猫
リ
猛
勇
ヲ
持
城
上
田
二
重
篭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
リ
、
近
國
ノ
磨
下
二
不
当
。
是
憐
子
下
旧
主
之
佐
タ
ル
ニ
依
テ
屡
貞
義
ヲ
達
ス
ル
筆
太
、
織
田

　
　
信
長
横
死
二
依
テ
秀
吉
天
下
ヲ
握
ル
。
此
時
直
参
之
謁
礼
ヲ
遂
テ
旧
領
無
相
違
安
堵
ス
。
　
家
康

　
　
公
補
力
豪
勇
御
感
之
鯨
リ
長
子
伊
豆
守
ヲ
御
取
望
有
、
濫
用
二
被
下
仕
、
本
多
中
（
尺
＋
日
）
力

　
　
女
ト
嫁
セ
シ
メ
、
譜
代
ノ
臣
二
等
シ
ク
而
モ
御
近
習
二
型
ス
。
是
又
忠
義
呼
子
、
勤
仕
ヲ
ナ
ス
。

　
　
其
後
安
房
守
太
閤
立
命
二
随
ヒ
軍
功
忠
勤
所
々
不
逗
記
。
太
閤
馬
匹
三
士
、
石
田
治
部
少
輔
三
成

　
　
等
反
逆
ヲ
企
テ
、
仮
二
五
頼
之
旨
意
ヲ
食
リ
催
促
ス
。
安
房
守
忠
義
ヲ
思
テ
コ
レ
ニ
磨
シ
、
父
チ

　
　
義
絶
シ
テ
人
数
ヲ
分
、
伊
豆
守
二
与
ヘ
テ
　
家
康
公
之
御
味
方
二
遣
シ
、
自
己
ハ
ニ
男
左
衛
門
尉

　
　
幸
成
ト
三
二
信
州
二
三
ヲ
立
、
東
山
道
ヲ
取
回
テ
、
凶
徒
二
一
カ
シ
戦
術
ヲ
尽
ス
。
然
ル
ニ
逆
徒

　
　
破
滅
シ
テ
天
下
御
一
偏
ト
成
、
昌
之
甲
陽
盛
衰
ヨ
リ
慶
長
ノ
悼
逆
二
到
ル
マ
テ
多
年
　
御
漏
家
二

　
　
敵
封
シ
、
罪
科
不
軽
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
勇
猛
強
気
之
義
士
タ
ル
ヲ
御
感
惜
、
且
伊
豆
守
力
唱
節
二
宥

　
　
メ
ラ
レ
、
御
恩
赦
有
テ
死
刑
ヲ
御
免
ナ
サ
レ
、
高
野
山
二
諸
セ
ラ
レ
、
彼
地
二
君
テ
死
ス
。
後
年
、

　
　
秀
頼
大
坂
篭
城
之
時
、
左
衛
門
尉
息
大
助
共
二
城
中
二
楯
篭
リ
、
武
勇
ヲ
振
ヒ
討
死
ス
。
有
増
如

　
　
此
。
伊
豆
野
信
之
二
男
河
内
守
内
記
ト
モ
ニ
忠
功
ヲ
不
変
相
勤
、
御
勧
賞
二
預
リ
、
信
州
松
城
、

　
　
上
州
沼
田
ヲ
合
セ
テ
十
二
万
石
之
領
知
ヲ
賜
り
、
御
代
々
　
上
意
二
叶
、
就
中
　
御
當
世
御
元
服

　
　
三
男
時
御
着
長
ヲ
可
差
上
旨
上
意
ヲ
蒙
り
献
上
ス
。
是
武
名
全
故
也
。
諸
将
多
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、

　
　
抜
群
之
仕
合
、
誉
レ
ヲ
末
孫
二
及
ス
。
大
老
雨
後
隠
居
セ
シ
メ
一
二
斎
ト
改
メ
、
沼
田
三
万
石
ヲ

　
　
領
ス
。
其
前
嫡
子
河
内
守
信
吉
早
世
、
一
子
今
伊
賀
守
幼
少
タ
ル
故
、
二
男
内
記
信
政
二
松
城
九

　
　
万
石
ヲ
与
奪
ス
。
伊
賀
守
ニ
ハ
一
當
斎
死
去
一
跡
沼
田
ヲ
与
フ
事
一
二
書
ス
。
内
記
死
後
當
伊
豆

　
　
守
幼
少
ヨ
リ
家
督
ス
。
震
二
内
記
京
腹
之
息
近
来
召
出
サ
レ
、
別
言
二
千
俵
被
下
。
最
モ
内
謹
之

　
　
合
力
有
ト
聞
ユ
。
真
田
勘
解
由
ト
号
ス
ト
云
々
。
又
同
名
内
蔵
助
並
二
塁
四
郎
ト
テ
ア
リ
。
是
ハ

　
　
伊
豆
守
先
祖
之
一
族
之
遠
流
也
ト
聞
ユ
。
居
城
信
州
之
松
城
、
口
占
海
津
之
城
ト
云
シ
。
其
先
森

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
右
近
大
夫
住
居
之
時
、
松
城
ト
改
メ
称
ス
ト
也
。
木
知
九
万
石
余
、
新
地
開
運
上
課
役
懸
物
等
、

　
　
外
二
四
万
石
余
有
。
米
売
生
払
ト
モ
ニ
不
宜
。
年
貢
所
納
四
ツ
ヨ
リ
六
ツ
マ
テ
家
中
へ
四
ツ
成
、

　
　
大
概
地
形
ヲ
下
ス
。
在
江
戸
之
者
百
石
二
付
五
人
扶
持
外
二
模
合
ヲ
与
フ
。
百
日
代
二
勤
ム
。
國

卜2
4

一



江
戸
共
二
勝
乎
吉
。
天
為
禽
獣
魚
柴
薪
有
。
海
魚
ハ
越
後
ヨ
リ
到
来
ス
。
家
民
之
仕
置
中
石
。
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

代
署
士
多
ク
渡
り
者
マ
レ
也
。
風
俗
不
宜
。
土
地
中
之
下
、
城
本
國
之
東
北
、
邊
士
故
、
物
毎

不
自
由
也
。
家
老
　
大
熊
　
矢
澤
　
木
村
。

信
房
文
道
之
沙
汰
ナ
シ
。
生
得
寛
然
ト
シ
テ
取
行
悪
逆
ナ
シ
。
物
毎
古
風
ヲ
旨
ト
シ
、
法
ヲ
守
レ

リ
。愚

評
議
日
、
将
ト
シ
テ
文
道
之
学
ナ
キ
事
不
足
ト
ス
。
サ
レ
ハ
此
等
之
将
前
後
之
評
二
藍
ス
。
占

風
ヲ
旨
ト
法
ヲ
守
ラ
ル
＼
二
於
テ
ハ
行
フ
所
不
義
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
論
ス
ル
ニ
ヲ
ヨ
ハ
ス
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ガ
ぬ
ロ
ト
れ

　
　
「
　
真
田
伊
賀
守
滋
野
平
信
　
四
二
・
歳

　
　
内
室
松
平
封
馬
守
女
　
紋
六
文
銭

　
　
嫡
子
　
弾
正
信
就
　
松
平
駿
河
守
婿
也

　
　
二
男
源
之
助

　
　
本
國
信
州
、
生
國
武
州
、
河
内
守
信
吉
之
男
、
伊
豆
守
信
之
ノ
孫
弟
。
罫
引
委
細
ハ
同
名
伊
豆
守

　
　
之
記
二
郎
ス
。
最
モ
嫡
孫
タ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
信
之
隠
居
ノ
時
分
、
若
年
タ
ル
ニ
依
テ
伯
父
内
記

　
　
与
奪
シ
、
信
之
隠
居
料
ト
称
シ
當
領
地
ヲ
授
ク
。
層
城
上
州
之
内
沼
田
、
本
知
三
万
割
余
、
新
地

　
　
開
運
上
莫
太
、
課
役
懸
物
等
多
ク
、
凡
一
郭
ニ
モ
當
ル
。
父
祖
累
代
之
旧
領
古
往
之
検
地
タ
ル
故
、

　
　
猶
余
計
有
ト
聞
ユ
。
米
売
生
払
ト
モ
二
三
シ
。
年
貢
所
納
五
ツ
ヨ
リ
七
ツ
迄
家
中
へ
三
ツ
半
、
在

　
　
江
戸
之
年
百
石
二
付
四
人
扶
持
、
外
二
模
合
有
。
但
シ
一
年
分
百
石
千
両
之
積
り
ニ
与
フ
。
國
二

　
　
禽
獣
柴
薪
材
木
等
多
シ
。
土
地
中
、
民
間
困
窮
ス
。
城
本
國
之
東
北
、
万
事
不
自
由
也
。
家
老

　
　
禰
津
　
斎
藤
　
真
田
。

　
　
氏
信
文
武
心
懸
薄
ク
、
生
得
邪
曲
ニ
シ
テ
念
リ
多
ク
家
臣
ヲ
哀
憐
疎
シ
。
惰
慢
ニ
シ
テ
人
ヲ
嘲
り

　
　
私
欲
食
リ
多
ク
、
國
家
之
政
道
キ
ヒ
シ
ク
血
気
之
将
タ
リ
。
世
二
唱
フ
。
故
二
諸
浪
人
家
ヲ
不
望
。

　
　
謡
乱
舞
ヲ
ス
キ
、
美
児
ヲ
愛
セ
リ
。

　
　
三
陸
義
云
、
文
武
ヲ
不
学
、
生
得
邪
曲
ニ
シ
テ
念
リ
有
、
人
ヲ
嘲
り
私
欲
貧
リ
多
シ
ト
ハ
、
武
将

　
　
タ
ル
本
意
ニ
ア
ラ
ス
。
人
主
ト
シ
テ
心
意
行
跡
本
文
之
如
ク
ナ
ラ
バ
、
従
者
一
日
モ
安
心
ナ
ル
ヘ

　
　
カ
ラ
ス
。
痛
マ
シ
キ
事
也
。
是
道
ヲ
不
学
故
障
。
サ
レ
ハ
占
語
来
暦
之
先
途
ヲ
以
誠
糺
ス
ニ
不
及
、

　
　
事
ヲ
他
方
二
不
求
、
此
先
祖
安
房
守
昌
之
、
天
正
年
中
先
主
勝
頼
滅
却
之
後
、
自
己
ノ
居
城
二
野

　
　
篭
ル
。
其
比
未
戦
國
七
雄
二
等
シ
ク
東
西
南
北
ノ
大
剛
敵
ニ
ハ
サ
マ
レ
、
僅
カ
ノ
家
僕
ヲ
下
知
シ
、

　
　
年
徳
心
ヲ
屈
セ
ス
、
度
々
之
軍
功
ヲ
励
シ
、
後
天
下
目
窪
礼
ヲ
遂
シ
。
其
元
来
ヲ
尋
ヌ
レ
ハ
、
従

　
　
者
民
間
之
主
恩
ヲ
重
ン
シ
、
一
致
セ
シ
故
ナ
リ
。
又
三
一
致
之
基
ヲ
糺
セ
ハ
、
昌
之
文
武
ヲ
学
ヒ
、

　
　
道
ヲ
行
ヒ
、
諸
人
二
哀
憐
フ
カ
ク
義
理
通
徹
セ
シ
良
勇
タ
ル
ニ
依
テ
也
。
其
名
誉
ヲ
傳
ヘ
テ
今
官

　
　
禄
二
坐
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
カ
。
是
等
ノ
根
元
ヲ
考
へ
計
テ
道
ヲ
学
ヒ
、
理
ヲ
ワ
キ
マ
へ
、
忠
義
ヲ
旨

　
　
ト
シ
、
一
歩
ヲ
撫
育
セ
ラ
レ
ハ
、
誠
二
将
タ
ル
法
ニ
モ
叶
ヒ
ナ
ン
。
心
得
有
ヘ
キ
コ
ト
也
。

　
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
武
家
勧
懲
記
抄
』
は
、
『
武
家
勧
懲
記
』
か
ら
真
田
伊
豆

守
滋
野
信
房
（
幸
道
、
松
代
藩
真
田
家
三
代
藩
主
）
、
及
び
真
田
伊
賀
守
滋
野
氏
信
（
信
利
、

沼
田
藩
真
田
家
五
代
藩
主
）
に
つ
い
て
の
記
述
を
書
き
抜
い
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の

『
武
家
勧
懲
記
抄
』
は
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の

手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、
同
じ
く
鎌
原
文
庫
所
蔵
の
『
雄
藩
系
譜
孜
証
目
録
』
で
あ
る
。
同

書
は
、
序
文
等
を
持
た
ず
、
六
一
点
の
書
物
・
文
書
の
書
名
の
み
を
記
し
た
簡
単
な
目
録
で

あ
る
。
以
下
に
内
容
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
目
録

　
　
親
王
外
傳
三
巻
／
真
田
家
御
系
図
御
三
旧
記
／
真
田
家
功
績
録
／
真
武
内
傳
附
録
四
巻
／
御
系
譜

　
　
／
仰
磨
三
二
／
上
田
軍
記
／
沼
田
記
／
沼
田
記
附
録
／
高
野
山
見
聞
記
／
滋
野
世
記
抄
・
望
月
氏

　
　
家
譜
　
合
本
／
春
原
家
譜
略
／
公
義
御
用
御
勤
記
／
萬
覚
書
三
三
／
三
三
／
三
三
　
中
原
村
廣
善

　
　
寺
指
出
／
御
系
譜
徴
／
諸
家
大
秘
録
抄
／
沼
田
城
器
械
記
／
藩
中
御
朱
印
／
諸
家
感
状
証
文
朱
黒

　
　
印
判
形
上
下
二
冊
／
武
家
勧
懲
記
抄
／
古
新
家
盛
衰
聞
書
上
下
二
冊
／
沼
田
分
限
帳
／
沼
田
御
分

　
　
限
帳
／
藩
第
先
公
教
令
／
越
後
検
地
覚
書
・
高
遠
検
地
覚
書
　
入
山
三
七
左
衛
門
書
面
　
一
袋
／

　
　
○
印
書
三
三
諸
留
書
八
巻
／
鹿
野
外
三
指
出
三
三
書
類
　
八
通
　
三
三
／
平
等
寺
鐘
銘
写
　
壱
枚

　
　
・
四
万
ム
ラ
薬
師
堂
棟
札
写
　
一
一
．
枚
　
壱
袋
／
山
口
助
左
衛
門
書
面
　
壱
袋
／
信
濃
高
志
仕
訳
帳

　
　
／
過
去
帳
　
二
冊
／
覚
書
／
御
分
限
帳
　
明
暦
／
御
判
物
写
　
廣
田
筑
後
／
長
国
寺
過
去
帳
写
／

　
　
八
葉
山
回
　
四
枚
／
師
岡
氏
御
蔵
御
内
帳
写
／
久
保
寺
村
幸
助
書
面
　
三
通
／
倉
科
村
長
右
衛
門

　
　
書
面
　
二
通
／
願
行
寺
両
通
　
壱
包
／
横
尾
村
徳
二
一
御
蔵
書
類
写
　
一
冊
／
慶
安
御
分
限
帳
／

　
　
横
谷
勘
士
郎
書
状
両
三
　
袋
入
／
片
野
占
書
写
　
三
雲
／
武
靖
母
御
団
扇
図
／
武
田
家
御
感
状
写

　
　
／
先
公
御
朱
印
写
　
関
［
［
氏
／
大
蓮
院
様
御
書
写
　
前
原
氏
／
大
蓮
院
三
内
石
碑
銘
／
先
公
御
書

　
　
写
　
長
谷
川
氏
／
武
靖
淫
雨
書
写
　
出
浦
氏
　
二
通
／
先
公
御
花
押
　
壱
冊
浅
場
／
東
之
坊
／
清

　
　
水
三
三
三
井
宝
物
目
録
／
先
公
御
書
写
　
＝
．
巻
　
河
原
氏
添
書
有
之

　
　
　
　
以
上
、
六
十
一
筆

　
右
の
目
録
の
内
容
は
、
『
真
田
家
御
系
図
御
武
功
記
』
（
落
合
保
考
編
ヵ
、
宝
永
頃
ヵ
）
、
『
真

武
内
傳
附
録
』
（
柘
植
宗
辰
編
、
宝
暦
｝
二
年
）
と
い
っ
た
真
田
家
の
歴
史
編
纂
書
、
『
藩
第

先
公
教
令
』
（
真
田
信
之
〔
信
政
と
も
〕
家
督
相
続
時
の
条
日
）
の
よ
う
な
藩
主
「
教
令
」
、

真
田
家
関
係
の
様
々
な
古
文
書
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
雄
藩
系
譜
放
証
目

録
』
は
、
松
代
藩
（
及
び
沼
田
藩
）
真
田
家
に
関
わ
る
書
物
・
古
文
書
の
目
録
で
あ
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
で
い
う
「
雄
藩
」
と
は
、
松
代
藩
真
田
家
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
『
雄
藩
系
譜
孜
証
目
録
』
は
、
松
代
三
密
田
家
の
系
譜
考
証
に
用
い

ら
れ
た
書
物
・
文
書
の
日
録
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
日
録
中
に
『
武

家
勧
懲
記
抄
』
の
名
が
み
え
る
こ
と
は
、
同
書
が
真
田
家
の
系
譜
を
考
証
す
る
際
に
用
い
ら

れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
松
代
藩
に
お
い
て
は
、
『
武
家
勧
懲
記
』

か
ら
真
田
氏
に
つ
い
て
の
記
述
を
抜
き
書
き
し
た
『
武
家
勧
懲
記
抄
』
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
、

そ
の
『
武
家
勧
懲
記
抄
』
が
松
代
藩
真
田
家
の
系
譜
考
証
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
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さ
て
、
こ
の
『
武
家
勧
懲
記
抄
』
を
筆
写
し
、
『
雄
藩
系
譜
孜
証
日
録
』
を
作
成
し
て
系
譜

考
証
を
行
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
が
、
文
政
六
年
か
ら
天
保
七
年
ま
で
藩
家
老
を
務
め
た
鎌
原

桐
山
（
で
あ
る
。
『
武
家
勧
懲
無
謬
』
や
『
雄
藩
系
譜
声
量
目
録
』
を
収
め
る
鎌
原
文
庫
は
、

主
に
桐
山
に
よ
っ
て
収
集
・
整
理
さ
れ
た
蔵
書
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
。
例
え
ば
、
同
文

庫
に
は
、
『
隠
居
放
言
』
七
巻
や
『
（
真
田
氏
）
武
功
紀
盛
』
等
々
、
桐
山
の
著
作
類
が
数
多

く
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
武
道
初
心
集
』
や
『
備
荒
喩
』
な
ど
の
よ
う
に
、
桐
山
が
編
纂

・
刊
行
に
携
わ
っ
た
書
物
も
い
く
つ
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
『
諸
家
削
邦
録
』
や
『
白
川
流

話
　
谷
の
鶯
』
な
ど
の
よ
う
に
、
桐
山
が
書
写
し
た
と
み
ら
れ
る
書
物
も
多
い
。
『
武
家
勧
懲

記
抄
』
も
桐
山
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
『
武
家
勧
懲
記
抄
』
が
利
用
さ
れ
た
時
期
は
、
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
注

目
さ
れ
る
の
が
、
文
政
六
年
一
一
月
、
桐
山
が
「
御
系
譜
井
二
御
旧
記
御
用
懸
」
を
命
じ
ら

れ
た
こ
と
で
あ
る
（
鎌
原
桐
山
『
桐
翁
年
譜
』
中
、
鎌
原
文
庫
蔵
）
。
真
田
家
で
は
、
文
政
八

年
九
月
、
「
公
義
」
（
幕
府
）
に
真
田
家
の
「
系
譜
」
を
書
き
上
げ
て
い
る
（
「
御
家
古
事
見
聞

記
」
、
真
田
宝
物
館
所
蔵
真
田
家
文
書
8
－
S
Q
）
。
桐
山
が
「
御
系
譜
井
二
御
旧
記
御
用
懸
」

に
任
命
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
「
系
譜
」
作
成
に
関
わ
っ
て
の
も
の
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
『
武
家
勧
懲
記
抄
』
は
、
文
政
六
～
八
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
真
田
家
の
系

譜
考
証
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。

　
で
は
桐
山
は
い
か
に
し
て
『
武
家
勧
懲
記
憶
』
を
入
手
し
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
現
時
点

で
は
、
そ
の
経
路
は
具
体
的
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
入
手
経
路
に
関
し
て
注
意

す
べ
き
史
料
、
一
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
一
つ
は
、
真
田
宝
物
館
所
蔵
の
『
諌
懲
記

後
正
』
〔
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
み
る
と
、
少
な
く
と
も
真
田
氏
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、

他
の
『
諌
黒
馬
古
墨
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
本
等
）
と
同
内
容
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
書
と
『
武
家
勧
懲
記
抄
』
と
の
直
接
的
関
係
性
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
、

今
後
、
真
田
家
が
『
諌
懲
記
後
正
』
を
入
手
し
た
時
期
や
経
緯
、
利
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て

検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
も
う
一
つ
は
、
県
立
長
野
図
書
館
の
丸

山
文
庫
〔
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
武
家
諌
事
記
後
章
』
で
あ
る
。
同
書
は
、
第
一
冊
末
尾
に
「
上

田
　
柏
手
」
の
印
が
あ
り
、
序
文
・
冊
数
か
ら
判
断
す
る
と
い
盛
岡
市
中
央
公
民
館
所
蔵
の

『
武
家
諫
懲
記
後
正
』
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
も
の
と
み
ら
れ
る
〔
。
こ
ち
ら
も
鎌
原
桐
山
・
『
武

家
勧
懲
記
事
』
と
の
関
連
性
は
見
出
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
鎌
原
桐
山
に
よ
る
『
武
家
勧
懲

記
抄
』
の
入
手
経
路
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
真
田
家
先
祖
の
事
蹟
考
証
と
『
武
家
勧
懲
記
』

以
上
で
は
、
鎌
原
桐
山
に
よ
る
「
御
系
譜
」
考
証
と

『
武
家
勧
懲
記
田
』
の
関
係
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
が
、
『
武
家
勧
懲
記
』
は
天
保
期
に
お
け
る
、
歴
代
藩
主
等
の
事
蹟
編
纂
に
あ

た
っ
て
も
参
照
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
る
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
四

　
右
に
指
摘
し
た
事
蹟
編
纂
事
業
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
が
『
真
田
家
御
事
蹟
稿
』
（
で
あ

る
。
同
書
は
、
文
政
六
年
藩
主
に
就
い
た
八
代
藩
主
真
田
幸
貫
が
、
天
保
九
年
、
家
祖
真
田

幸
隆
以
降
の
代
々
祖
先
の
事
蹟
を
家
臣
に
命
じ
て
編
輯
さ
せ
た
も
の
で
、
天
保
一
四
年
↓
二

月
に
正
編
六
二
巻
の
完
成
を
み
た
。
こ
の
編
纂
事
業
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
重
臣
河
原
綱

徳
（
舎
人
）
で
あ
る
。
繋
留
は
学
問
・
史
籍
を
好
ん
だ
と
言
わ
れ
、
中
老
城
代
を
経
て
家
老

職
を
つ
と
め
て
い
る
。

　
さ
て
、
『
真
田
家
御
事
蹟
稿
』
正
編
六
二
巻
の
内
訳
は
、
「
先
公
御
事
上
巳
首
」
一
巻
、
コ

徳
殿
御
事
蹟
稿
」
（
幸
隆
－
真
田
家
初
代
）
三
巻
、
「
信
綱
寺
殿
御
事
蹟
稿
」
（
信
綱
一
幸
隆
男
）

一
巻
、
「
長
国
寺
殿
御
事
蹟
稿
」
（
昌
幸
一
幸
隆
三
男
）
一
四
巻
、
「
寒
松
竹
殿
御
事
蹟
稿
」
（
山

之
手
殿
　
昌
幸
内
室
）
｝
巻
、
「
大
駈
院
殿
御
事
蹟
稿
」
（
信
之
－
松
代
藩
真
田
家
初
代
藩
主
）

二
五
巻
、
「
大
蓮
院
殿
御
事
蹟
稿
」
（
小
松
殿
－
信
之
内
室
）
．
一
巻
、
「
天
桂
院
殿
御
事
蹟
稿
」

（
信
吉
　
沼
田
藩
主
）
六
巻
、
「
円
陽
湖
殿
御
事
蹟
稿
」
（
信
政
－
松
代
藩
真
田
家
二
代
藩
主
）

五
巻
、
「
左
衛
門
聖
君
伝
記
稿
」
（
信
繁
1
1
幸
村
）
四
巻
、
で
あ
る
。

　
天
保
↓
四
年
一
．
一
月
二
三
日
の
序
文
に
は
、
「
幸
ヒ
ニ
特
命
ヲ
蒙
り
、
貫
忠
二
詞
リ
以
テ
体

裁
シ
、
俊
詮
二
謀
リ
以
テ
討
索
シ
…
」
と
あ
り
、
事
蹟
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、
鎌
原
貫
忠

目
桐
山
が
体
裁
の
考
究
を
行
い
、
藩
士
三
郎
詮
が
「
討
索
」
に
あ
た
っ
た
と
い
う
。
序
文
に

こ
う
し
た
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
桐
山
が
事
蹟
編
纂
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
保
期
の
事
蹟
編
纂
作
業
は
、
文
政
期
の
系
譜

編
纂
作
業
を
一
つ
の
基
礎
と
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
「
先
公
御
事
蹟
陰
面
」
に
は
、
三
｝
五
部
に
わ
た
っ
て
引
用
書
芸
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
明
確
な
言
及
は
な
い
が
、
概
ね
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
書
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ

る
。
こ
こ
で
仮
に
分
類
し
て
み
れ
ば
、
順
に
、
真
田
家
の
歴
史
編
纂
書
／
真
田
家
関
係
古
文

書
／
雑
史
・
伝
記
等
／
地
誌
類
／
過
去
帳
／
系
図
／
諸
家
留
書
・
書
上
等
／
図
／
墓
碑
銘
／

棟
札
、
の
よ
う
に
列
記
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
，
。
『
武
家
勧
懲
記
』
は
、

右
の
う
ち
、
雑
史
・
伝
記
等
と
し
た
箇
所
に
含
ま
れ
て
い
る
。
当
該
箇
所
を
以
下
に
あ
げ
て

お
く
。

　
　
（
前
略
）
取
捨
録
　
落
合
保
訴
訟
／
書
寝
夢
　
窪
田
吊
出
撰
／
羽
尾
記
／
甲
陽
軍
鑑
／
武
徳
編
年

　
　
集
成
　
木
村
高
画
配
／
武
徳
安
民
記
　
木
村
高
言
撰
／
四
戦
記
問
　
木
村
高
窓
撰
／
早
戸
成
績

　
　
安
積
覚
撰
／
日
本
外
史
　
頼
裏
撰
／
逸
史
　
中
井
積
善
撰
／
参
河
徳
川
歴
代
／
駿
府
政
事
録
／
泰

　
　
政
録
／
東
武
実
録
／
天
寛
日
記
／
寛
明
日
記
／
多
野
日
記
／
万
天
日
記
／
玉
露
叢
／
落
穂
集
　
大

　
　
導
寺
出
山
撰
／
事
蹟
合
考
　
北
畠
二
三
撰
／
家
忠
日
記
追
加
／
続
武
家
閑
談
　
木
村
高
敦
撰
／
校
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合
雑
記
／
筆
和
雑
記
　
白
龍
子
撰
／
武
林
雑
話
　
国
枝
道
寿
曲
道
／
武
将
感
状
記
　
佐
枝
下
玉
軒

　
　
撰
／
明
良
洪
範
　
真
田
増
誉
撰
／
日
本
人
物
志
／
鉄
砲
茶
話
　
佐
枝
砕
玉
詠
撰
／
勢
下
天
話
草
／

　
　
藩
翰
譜
　
新
井
白
石
撰
／
諸
家
興
廃
記
／
諸
家
功
自
記
／
武
林
栄
枯
録
／
武
家
勧
懲
記
／
武
家
盛

　
　
衰
記
／
増
補
諸
家
真
譜
／
占
画
譜
　
松
崎
祐
之
撰
／
甲
州
流
古
戦
伝
　
甲
州
流
伝
書
／
戸
石
合
戦

　
　
記
　
同
上
／
信
玄
武
経
　
同
上
／
川
中
島
合
戦
伝
記
　
同
上
／
武
者
物
語
　
松
田
秀
任
撰
／
川
中

　
　
島
五
戦
記
／
信
長
記
小
瀬
甫
庵
撰
／
大
閤
記
同
上
／
翁
物
語
陪
心
音
撰
／
安
斎
随
筆
伊

　
　
勢
定
刻
撰
／
本
朝
名
臣
言
行
録
／
近
代
世
事
談
／
諸
国
廃
城
考
　
深
井
彪
撰
／
信
単
三
記
　
松
本

　
　
侯
源
忠
恒
撰
／
採
要
録
　
松
前
侯
源
章
広
撰
（
後
略
）

　
内
容
は
多
岐
に
亘
り
、
河
原
ら
の
分
類
意
識
を
さ
ら
に
詳
細
に
騎
分
け
す
る
こ
と
も
で
き

そ
う
で
あ
る
が
、
『
武
家
勧
懲
記
』
は
、
そ
の
前
後
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
諸
大
名
家
の
系
譜

や
伝
記
を
網
羅
的
に
扱
っ
た
諸
書
と
同
一
分
野
の
書
物
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は

言
え
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、
河
原
ら
の
分
類
意
識
に
関
し
て
は
、
「
先
公
御
事
蹟
稿
首
」
に
記

さ
れ
た
「
例
言
五
二
」
の
う
ち
の
一
条
に
、
二
、
真
田
三
代
記
・
真
書
大
閤
記
・
難
波
戦
記

・
難
波
軍
記
・
甲
越
急
戦
録
等
ノ
類
ノ
俗
書
判
子
載
之
」
と
あ
る
こ
と
も
注
意
を
ひ
く
。
河

原
ら
は
、
『
真
田
三
代
記
』
以
下
を
「
俗
書
」
と
し
た
上
で
、
『
武
家
勧
懲
記
』
を
そ
う
し
た

「
俗
書
」
と
は
区
別
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。

　
で
は
、
『
武
家
勧
懲
記
』
は
、
『
真
田
家
御
事
蹟
稿
』
本
文
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
引
用
さ

れ
て
い
る
の
か
。
該
当
部
分
を
列
記
し
て
お
こ
う
。

　
　
〔
①
「
大
蓮
院
殿
御
事
蹟
稿
」
上
之
巻
〕

　
　
一
　
然
ル
ニ
甲
州
没
落
ノ
後
、
傍
友
丘
他
国
へ
降
従
ス
ト
イ
へ
共
、
昌
之
独
猛
勇
ヲ
振
ヒ
、
　
中

　
　
略
　
織
田
信
長
横
死
二
酉
テ
、
秀
吉
天
下
ヲ
握
ル
、
此
時
直
参
ノ
謁
礼
ヲ
遂
テ
、
旧
領
無
相
違
安

　
　
堵
ス
、
　
家
康
公
渠
力
大
勇
御
感
ノ
ア
マ
リ
、
長
f
伊
豆
守
ヲ
御
取
望
ア
リ
、
磐
勲
二
月
召
仕
、

　
　
本
多
中
書
力
娘
ヲ
嫁
セ
シ
メ
玉
ヒ
、
譜
代
ノ
臣
二
等
シ
ク
而
モ
御
近
習
二
候
ス
、
是
亦
忠
義
不
怠

　
　
勤
仕
ヲ
ナ
ス
、

　
　
　
以
上
武
家
勧
懲
記

　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
綱
着
帯
テ
按
ス
ル
ニ
、
御
縁
組
御
入
輿
ノ
説
数
等
異
同
ア
リ
ト
イ
へ
共
、
望
月
行
広
ノ
考
二

　
　
　
従
ヒ
、
天
正
卜
四
年
丙
戌
　
東
照
宮
御
養
女
本
多
中
務
大
輔
忠
勝
ノ
女
御
入
輿
、
御
婚
礼
整

　
　
　
ヒ
玉
フ
ト
云
掛
是
ナ
ル
加
計
タ
リ
、

　
　
〔
②
「
左
衛
門
佐
君
伝
記
稿
」
巻
之
一
〕

　
　
諦
／
○
滋
野
世
紀
／
信
繁
　
信
賀
　
幸
重
　
信
氏
　
幸
村
／
○
諸
御
系
図
　
信
繁
　
幸
村
／
○
列

　
　
祖
成
績
／
信
乃
／
0
武
林
雑
話
／
毛
賀
／
○
泰
政
録
／
信
次
／
○
古
今
沼
田
記
／
信
為
　
幸
村
／

　
　
O
武
家
勧
懲
記
／
信
成
／
○
矢
沢
系
図
（
上
州
吾
妻
郡
伊
勢
町
村
林
昌
寺
蔵
）
／
信
為
／
○
諸
書

　
　
／
幸
村
／
信
∵
幸
恥
ノ
　
ハ
証
ト
ス
　
キ
御
書
所
見
ナ
・
、
、

　
　
〔
③
「
大
鋒
院
殿
御
事
蹟
稿
」
巻
之
八
　
　
「
御
公
務
之
下
／
雑
記
」
の
部
〕

　
　
武
家
勧
懲
記
　
上
略
　
真
田
伊
豆
守
信
之
男
河
内
守
・
内
記
共
二
忠
功
不
変
相
分
離
勧
賞
二
預

　
　
リ
、
信
州
松
城
・
上
州
沼
田
合
卜
二
万
石
之
領
知
ヲ
賜
り
、
御
代
々
上
意
二
言
ヒ
、
就
中
当
　
御

　
　
世
御
元
服
ノ
御
時
御
着
長
ヲ
可
指
上
旨
上
意
ヲ
蒙
り
献
上
ス
、
是
武
名
全
故
也
、
諸
将
多
シ
ト
錐
、

　
　
抜
群
之
仕
合
誉
ヲ
末
孫
掛
帯
ス
、
大
老
之
後
隠
居
、
一
当
斎
ト
改
、
　
下
略

　
　
　
綱
要
謹
テ
按
ス
ル
ニ
、
当
御
世
云
々
、
御
四
代
家
世
公
御
元
服
ノ
時
ナ
ル
ヘ
シ
、
然
レ
ト
モ

　
　
　
糞
、

　
①
は
、
大
蓮
院
殿
巨
真
田
信
之
内
室
小
松
殿
の
入
麺
事
情
に
つ
い
て
諸
説
を
列
記
し
、
考

証
を
行
っ
た
箇
所
で
あ
る
。
『
武
家
勧
懲
記
』
所
載
の
説
は
、
河
原
が
考
証
の
結
果
事
実
と
認

定
し
た
説
と
大
き
な
矛
盾
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
②
で
は
、
真
田
信
繁
1
1
幸
村
の
誰
に
つ

い
て
、
諸
書
の
記
載
を
あ
げ
て
考
証
し
て
い
る
。
「
信
成
」
と
い
う
記
載
は
、
他
書
に
は
み
ら

れ
な
い
よ
う
で
あ
り
、
「
証
ト
ス
ヘ
キ
御
書
所
見
ナ
シ
」
と
証
明
で
き
な
い
記
述
の
一
つ
に
入

れ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
③
は
、
真
田
信
之
の
「
御
公
務
」
に
関
わ
る
様
々
な
事
蹟
を
あ

げ
た
部
分
に
含
ま
れ
る
記
述
で
あ
る
。
信
之
の
（
幕
府
へ
の
）
忠
功
に
つ
い
て
の
記
述
が
引

用
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
が
、
綱
徳
は
、
「
当
　
御
世
御
元
服
ノ
御
預
」
を
「
御
四
代
家
綱
公

事
元
服
ノ
時
」
に
比
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
外
書
二
所
見
ナ
シ
」
と
他
の
書
物
に
は
こ
の

記
述
が
み
ら
れ
な
い
旨
を
記
し
て
い
る
。

　
①
②
③
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
『
武
家
勧
懲
記
』
の
記
述
の
う
ち
、
系
譜
的
記
述
に
あ

た
る
部
分
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
記
述
の
対
象

が
『
武
家
勧
懲
記
』
に
記
載
さ
れ
た
真
田
信
房
よ
り
も
上
の
世
代
（
祖
父
等
）
で
あ
る
こ
と

か
ら
当
然
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
右
の
系
譜
的
記
述
は
、
『
武
家
諌
忍
記
』
に
は
一
切
含
ま

れ
て
お
ら
ず
、
『
勧
懲
記
後
志
』
で
は
、
分
量
に
し
て
三
分
の
二
程
度
に
な
っ
て
い
る
。
河
原

ら
が
い
く
つ
か
の
「
大
名
評
判
記
」
か
ら
『
武
家
勧
懲
記
』
を
選
択
的
に
利
用
し
た
可
能
性

も
想
定
さ
れ
よ
う
。

　
右
に
関
連
し
て
、
①
③
で
は
、
真
田
家
当
主
の
徳
川
家
に
対
す
る
「
忠
義
」
「
忠
功
」
が
強

調
さ
れ
た
記
述
を
利
用
し
て
い
る
点
も
注
日
さ
れ
る
。
『
勧
懲
記
後
正
』
に
お
け
る
系
譜
的
記

述
に
は
、
こ
う
し
た
「
忠
義
」
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
河
原
ら
が
あ
え
て

『
勧
懲
記
後
正
』
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
大
名
評
判
記
」

の
受
容
を
考
え
る
際
に
は
、
系
譜
的
記
述
に
お
け
る
徳
川
家
と
尊
大
名
家
と
の
関
係
が
い
か

に
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
も
う
一
点
指
摘
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
多
数
の
書
物
を
参
照
し
た
河
原
が
、
『
武
家
勧
懲
記
』

の
記
述
内
容
を
、
他
書
に
は
含
ま
れ
な
い
独
自
の
も
の
と
み
て
い
る
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
（
②
③
）
。
こ
う
し
た
独
自
性
は
奈
辺
に
由
来
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
共
通
す
る
記
述

内
容
を
持
つ
書
が
他
に
あ
る
の
か
、
興
味
深
い
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

紐2
4

一



　
お
わ
り
に

　
以
上
、
松
代
藩
の
事
例
を
中
心
に
、
近
世
後
期
に
お
け
る
「
大
名
評
判
記
」
の
受
容
を
簡

単
に
紹
介
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
次
の
点
を
「
大
名
評
判
記
」
研
究
の
課
題
と
し
て
指
摘

し
、
む
す
び
に
か
え
た
い
。

　
ま
ず
、
近
世
中
後
期
に
お
け
る
「
大
名
評
判
記
」
の
受
容
例
を
今
後
も
継
続
的
に
掘
り
起

こ
す
こ
と
で
、
事
例
の
蓄
積
を
図
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
水
戸
藩
に
お
い
て
は
、

小
宮
山
昌
秀
（
楓
軒
）
に
よ
っ
て
『
盈
筐
録
』
（
天
保
十
三
年
正
月
徳
川
斉
昭
序
）
な
る
書
が

編
纂
さ
れ
、
そ
こ
に
『
諌
懲
記
準
正
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
。
近
世
中
後
期
に
お
け
る
幕
府

・
諸
藩
に
よ
る
歴
史
編
纂
の
動
向
は
、
事
例
蓄
積
に
あ
た
っ
て
留
意
す
べ
き
点
の
一
つ
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
．
↓
に
、
「
雑
史
」
や
「
系
譜
」
等
に
分
類
さ
れ
る
書
物
と
「
大
名
評
判
記
」
と
の
関
係
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
。
松
代
藩
に
お
い
て
は
、
「
雑
史
」
等
に
分
類
さ
れ
る
書
物
と
『
武
家
勧

懲
記
』
が
、
日
録
や
参
照
文
献
一
覧
に
並
列
的
に
記
載
さ
れ
て
い
た
。
「
大
名
評
判
記
」
が
、

い
か
な
る
書
物
の
類
書
と
み
な
さ
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
書
物
と
「
大

名
評
判
記
」
の
内
容
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
「
大
名
評
判
記
」
が
近
世
期
の
ジ
ャ
ン
ル
意

識
の
中
に
占
め
た
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
さ
い
ご
に
、
松
代
藩
で
『
武
家
勧
懲
記
』
が
真
田
家
系
譜
の
考
証
や
真
田
家
の
人
名
の
考

証
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
大
名
評
判
記
」
に
お
け
る
系
譜
的
記
述
の
分
析
が
重
要
な

課
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
補
論
の
検
討
事
例
か
ら
直
接
に
引
き
出
さ
れ
る
課
題
で

は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
「
大
名
評
判
記
」
に
お
け
る
系
譜
記
述
の
意
味
を
問
う
こ
と
が
、

各
「
大
名
評
判
記
」
の
性
格
や
段
階
差
等
の
解
明
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

④
鎌
原
桐
山
は
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
生
、
嘉
永
五
年
（
｝
八
五
二
）
没
。
字
子
斎
、
諦
は
重
賢
、

　
通
称
は
伯
蕎
の
ち
石
見
、
桐
山
と
号
し
た
。
経
書
・
詩
文
を
松
代
藩
儒
岡
野
石
城
、
同
藩
士
佐
藤
嶺

　
南
、
岩
村
藩
儒
の
ち
幕
府
儒
官
の
佐
藤
一
斎
ら
に
学
び
、
兵
学
・
銃
法
・
礼
法
な
ど
文
武
百
般
に
も

　
通
じ
て
い
た
。
私
塾
朝
陽
館
の
門
人
の
な
か
か
ら
山
寺
常
山
・
佐
久
間
象
山
ら
が
出
た
。
以
上
、
鎌

　
原
桐
山
『
自
叙
』
鎌
原
文
庫
、
前
掲
『
長
野
市
誌
』
等
を
参
照
。

㈲
こ
の
点
に
関
し
て
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
二
月
に
桐
山
が
作
成
し
た
蔵
書
目
録
『
翼
輪
回
蔵
書

　
総
目
』
（
『
鎌
原
文
庫
蔵
』
）
に
は
、
「
和
書
一
千
八
百
二
十
七
巻
、
漢
書
四
千
六
百
六
卜
四
巻
、
外
和

　
漢
六
百
五
十
六
巻
、
総
計
七
千
百
四
十
七
巻
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

㈲
本
書
に
は
、
「
松
代
文
庫
」
の
印
が
み
ら
れ
る
。

ω
長
野
県
国
史
編
輯
掛
と
な
り
、
史
誌
編
纂
に
従
事
し
た
丸
山
清
俊
（
一
八
二
一
～
九
七
）
が
謄
写
収

　
心
し
た
書
籍
や
占
文
書
、
絵
図
等
を
収
め
て
い
る
。
収
集
範
囲
は
信
濃
全
域
に
わ
た
る
。

㈹
た
だ
し
、
若
尾
政
希
「
「
大
名
評
判
記
」
諸
本
に
つ
い
て
」
に
収
録
さ
れ
た
盛
岡
本
の
序
文
と
く
ら

　
べ
る
と
、
そ
の
末
尾
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
念
の
た
め
、
末
尾
の
該
当
部
分
を
あ
げ
て
お
く
（
送

　
り
仮
名
は
省
略
し
た
）
。

「
（
前
略
）
以
慰
し
老
眼
、
妄
不
許
・
出
・
閾
外
・
、
深
秘
治
．
文
庫
皿
、
干
し
時
亨
保
十
乙
巳
年
編
集
、
同

　
十
九
甲
一
頃
再
補
筆
、
令
一
参
考
改
正
．
者
也
。
（
完
）
」

働
『
新
編
信
濃
史
料
叢
書
』
第
一
五
～
一
八
巻
所
収
。

㈹
こ
の
分
類
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
、
あ
く
ま
で
そ
の
概
要
で
あ
る
。
編
者
河
原
綱
徳
の
分
類
意
識
に

　
つ
い
て
は
別
に
精
査
が
必
要
で
あ
る
。

㎝
金
井
圓
『
江
戸
史
料
叢
書
－
土
芥
冠
睡
記
　
』
（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
七
年
）
。

傷2
4

一

【
注
】

ω
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
若
尾
政
希
「
「
大
名
評
判
記
」
諸
本
に
つ
い
て
」
（
若
尾
政
希
研
究
代
表
『
「
大

　
名
評
判
記
」
の
基
礎
的
研
究
』
二
〇
〇
六
年
所
収
）
を
参
照
。

ω
高
橋
章
則
「
近
世
後
期
の
歴
史
学
と
林
述
斎
」
（
『
日
本
思
想
史
研
究
』
二
一
、
一
九
八
九
年
）
、
胡

　
光
「
高
松
藩
の
藩
政
改
革
と
修
史
事
業
」
（
『
香
川
史
学
』
二
八
、
二
〇
〇
一
年
）
、
谷
口
眞
子
「
小

　
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
記
憶
と
顕
彰
一
池
田
恒
興
を
事
例
に
！
」
（
藤
田
達
生
編
『
近
世
成
立
期
の

　
大
規
模
戦
争
　
戦
場
論
下
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
、
岸
本
覚
「
近
世
後
期
に
お
け
る
大
名
家

　
の
由
緒
－
長
州
藩
を
事
例
と
し
て
一
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
八
二
〇
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

ω
長
野
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
長
野
市
誌
』
第
四
巻
（
二
〇
〇
四
年
）
等
。


